
[事案 25-148] 死亡保険金等支払請求  

・平成 26年 5月 28日  裁定終了 

＜事案の概要＞ 

 契約転換の際、転換前契約の特約の減額更新が可能と知らされていなかったことを理由に、

契約転換を無効にして、転換前契約にもとづく保険金の支払いを求めるもの。 

＜申立人の主張＞ 

 転換前契約が特約更新時期を迎えるにあたり、募集人から自動更新か契約転換かの二者択一

を迫られ、平成 22年 1月にやむなく転換した。しかしながら、その際、特約の減額更新がで

きることを説明されなかったことから、転換契約は錯誤による無効であるので、転換前契約に

もとづく入院給付金および死亡保険金を支払ってほしい。 

＜保険会社の主張＞ 

  以下の理由により、本転換の錯誤無効は成立しないため、申立人の請求に応じることはでき

ない。 

(1)募集人は減額更新の方法を説明しており、申立人に錯誤はない。動機の錯誤があったとし

ても、申立人からは動機の表示がなかった。仮に動機の表示があったとしても、減額更新

と転換を比べて転換を必ずしも選択しなかったとは言えず、要素の錯誤はない。 

(2)上記(1)の条件を満たしても、当社は減額更新の方法があることを明確に通知しており、減

額更新の方法を知らなかったことは申立人の重過失である。 

＜裁定の概要＞ 

 裁定審査会では、当事者から提出された申立書、答弁書等の書面および申立人、募集人の事

情聴取の内容にもとづき審理を行った。審理の結果、以下のとおり、申立内容は認められない

ので、指定（外国）生命保険業務紛争解決機関「業務規程」第37条1項にもとづき、裁定書に

その理由を明記し、裁定手続を終了した。 

1. 申立人の主張の法的整理 

 申立人の主張は、要素の錯誤にもとづく本転換契約の無効（および、これに伴って転換前

契約にもどすこと）を求めるものと判断する。 

  この場合の錯誤の内容は、減額更新はできないと誤信したという動機の錯誤であり、当該

動機の表示が必要とされている（判例）。 

2. 当審査会の判断 

  以下の理由により、申立人の主張は認められない。 

(1)申立人は、募集人に対し、「保険料が今までと同じ額でないと払えない」、「保険料を下

げてください」と伝えており、これを受けて募集人は、契約転換プランに加えて、「特約

更新試算書」を用いて何通りかの減額更新プランを提案したことが推認できる。 

(2)保険会社は、特約更新時期が近付くと「特約の更新時期が間もなくまいります」との通知

や「特約更新のご案内」を送付しており、そこに、「更新制度」と「契約転換制度」があ

ること、更新制度には「同額更新プラン」と「減額更新プラン」があることが具体的に説

明されている。 

(3)申立人は、募集人による説明とは別に、これらの通知でも減額更新の方法があることは分

かっていたと推認できる。申立人はこれらの通知を受け取っていないと述べているが、送



付事務は保険会社のシステムとして確立しており、日本の郵便事情も考えると、送付され

たと強く推認できる。 

(4)これらの通知で減額更新プランが説明されている以上、募集人が自動（同額）更新と契約

転換の二つしか提案せず、減額更新の提案をしなかったと考えることは経験則上困難であ

り、錯誤を認めることはできない。 

 


